
１
水
個
人
青
色
申
告
決
算
等
説
明
会
（
７
ペ
ー
ジ
参
照
）

2
木
脳
い
き
い
き
講
演
会
パ
ー
ト
２
（
９
ペ
ー
ジ
参
照
）

３
金

4
土
子
育
て
セ
ミ
ナ
ー
公
開
講
演
会
（
31
ペ
ー
ジ
参
照
）

湯
の
入
荘
同
好
会
発
表
会
（
36
ペ
ー
ジ
参
照
）

火
葬
場
休
み

5
日
農
の
ま
つ
り
（
11
ペ
ー
ジ
参
照
）

第
21
回
み
ゆ
き
野
卓
球
大
会　
市
民
体
育
館

親
と
子
の
い
き
い
き
講
座　
ク
リ
ス
マ
ス
会
（
10
ペ
ー
ジ
参
照
）

6
月

7
火
ふ
る
さ
と
館
冬
季
企
画
展
「
雪
国
い
い
や
ま
・
雪
と
く
ら
し
」

（
翌
１
月
30
日
ま
で
・
25
ペ
ー
ジ
参
照
）

8
水
農
地
相
談　
市
役
所
５
階
（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）

9
木
出
張
年
金
相
談　
10
時
～
12
時
、
13
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

火
葬
場
休
み

10
金

11
土
斑
尾
高
原
ス
キ
ー
場　
オ
ー
プ
ン

年
末
の
交
通
安
全
運
動
（
31
日
ま
で
・
９
ペ
ー
ジ
参
照
）

12
日
第
26
回
飯
山
市
イ
ン
ド
ア
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
大
会　
市
民
体
育
館

13
月
寺
子
屋
い
い
や
ま
公
開
講
座
「
上
杉
家
臣
団
と
信
濃
・
越
後
」

（
25
ペ
ー
ジ
参
照
）

14
火

15
水
火
葬
場
休
み

16
木

1819  市報いいやま/10.11

17
金

18
土
戸
狩
温
泉
ス
キ
ー
場　
オ
ー
プ
ン

ア
レ
ナ
の
「
お
菓
子
の
家
を
作
ろ
う
」（
13
ペ
ー
ジ
参
照
）

19
日
ク
リ
ス
マ
ス
お
は
な
し
会
（
32
ペ
ー
ジ
参
照
）

20
月
北
竜
温
泉
フ
ァ
ミ
リ
ー
ス
キ
ー
場　
オ
ー
プ
ン

総
合
相
談　
９
時
～
15
時  

飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

21
火
火
葬
場
休
み

22
水
出
張
年
金
相
談　
10
時
～
12
時
、
13
時
～
15
時　
商
工
会
議
所

23
木

24
金
廃
食
用
油
の
回
収　
９
時
～
11
時　
市
役
所
西
側
車
庫（
克
雪
セ
ン
タ
ー
前
）

健
康
相
談
日　
９
時
30
分
～
11
時　
保
健
セ
ン
タ
ー

25
土

10
代
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト「
ク
リ
ス
マ
ス
ラ
イ
ブ
」イ
ベ
ン
ト（
36
ペ
ー
ジ
参
照
）

女
性
セ
ン
タ
ー
未
来　
く
ら
し
の
セ
ミ
ナ
ー
①
（
21
ペ
ー
ジ
参
照
）

歳
末
防
火
防
犯
警
戒
（
30
日
ま
で
）

26
日
市
税
等
日
曜
納
税
窓
口　
８
時
30
分
～
17
時　
市
役
所
税
務
課
窓
口

27
月
女
性
セ
ン
タ
ー
未
来　
く
ら
し
の
セ
ミ
ナ
ー
②
（
21
ペ
ー
ジ
参
照
）

火
葬
場
休
み

28
火

29
水
市
役
所
閉
庁

　
（
１
月
３
日
ま
で
）

30
木

31
金

1/1
土
火
葬
場
休
み

月12
◇
心
配
ご
と
相
談　
毎
週
水
曜
日　
午
前
9
時
か
ら
12
時　
飯
山
市
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
人
権
福
祉
総
合
相
談　
月
曜
日
～
金
曜
日 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時 

い
い
や
ま
人
権
福
祉
セ
ン
タ
ー

◇
家
庭
児
童
相
談
・
教
育
相
談　
月
～
金
曜
日
（
祝
日
除
く
） 

教
育
委
員
会
事
務
局 

家
庭
児
童
・
教
育
相
談
室
（
市
役
所
１
階
）

◇
女
性
相
談 

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
） 

人
権
政
策
課
男
女
共
同
参
画
係（
相
談
専
用
電
話
番
号 

０
８
０（
１
０
８
０
）９
９
２
４)

１2 月の税金など（納期限は１月４日）
・国民健康保険税・・・・・・・・・・・・・・６期
・介護保険料・・・・・・・・・・・・・・・・９期
・後期高齢者医療保険料・・・・・・・・・・６期
・簡水区域上下水道使用料・・・・・10・11月分
・保育料・・・・・・・・・・・・・・・・12 月分
・CATV・インターネット使用料・・・・・12 月分

口座振替日　１2 月２7日

土曜日の証明窓口
【発行日】毎週土曜日
　　　　（ただし祝日、12 月29日～

翌１月３日までを除く）
【受付時間】午前 8 時 30 分～12 時
【発行できる証明の種類】
・住民票の写し　　・戸籍の謄・抄本
・印鑑登録証明書　・年金現況証明
【窓口】市役所 1階  市民環境課窓口

総 合 相 談
婦人相談や、人権・家庭・相談、行政相談、
経営法律相談など無料でご相談いただけます。

【相談日】12 月20日（月）
【時　間】午前 9 時～午後 3 時
（弁護士による無料法律相談、経営法律相
談もあります）

【会　場】飯山市福祉センター
お問い合わせは
社会福祉協議会　☎ 62－2840まで

お知らせ

飯山市役所
 62-3111

情報カレンダー
◇
斑
尾
高
原
絵
本
美
術
館　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
６
時
（
入
館
受
付
は
午
後
５
時
30
分
ま
で
）　
☎
�
２
８
０
７

　
火
曜
日
休
館

◇
人
権
常
設
相
談
所　
毎
週
月
・
水
曜
日 

午
前
９
時
～
12
時
（
祝
日
除
く
） 

法
務
局
飯
山
支
局　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

☎
�
２
３
０
２

司法書士による無料電話相談会「労働トラブル110番」
　働く人々が抱える職場内や会社とのトラブルに関する無料電話相談
会を開催します（相談料無料、予約不要）。
◇日時　11月23日（火・祝）　午後１時～５時
◇専用電話『０２６－２３２－７４９９』◇主催　長野県司法書士会

相
談
日　
12
月
21
日
㈫
、
平
成
23

年
１
月
18
日
㈫
、
２
月
15
日
㈫
、
３

月
15
日
㈫

相
談
時
間  

午
後
１
時
30
分
～
４
時

（
相
談
時
間
は
１
人
あ
た
り
45
分
間
）

会
場　
長
野
県
長
野
合
同
庁
舎

南
庁
舎
６
０
１
号
会
議
室（
長
野
市
）

仕
事
イ
キ
イ
キ
相
談
室

開
設
の
お
知
ら
せ

長
野
県
北
信
労
政
事
務
所

☎
０
２
６
（
２
３
４
）
９
５
３
２

　
次
の
よ
う
な
症
状
で
お
悩
み
の
方

は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？

▽
せ
き
や
タ
ン
が
続
く
（
ほ
こ
り
を

吸
い
込
む
仕
事
を
し
て
い
た
方
）

▽
手
が
し
び
れ
た
り
、
冷
た
い
。
寒

い
と
き
は
指
先
が
白
く
な
る（
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
や
削
岩
機
、
電
動
の
こ
ぎ
り

な
ど
振
動
工
具
を
使
っ
た
方
）

▽
テ
レ
ビ
の
音
が
大
き
す
ぎ
る
と
家

族
に
言
わ
れ
る
。
耳
鳴
り
が
ひ
ど
い

（
騒
音
が
ひ
ど
い
職
場
で
働
い
た
方
）

※
そ
の
他
、
気
に
な
る
症
状
が
あ
り

ま
し
た
ら
、
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。当
日
は
聴
力
測
定
も
で
き
ま
す
。

会
場
・
日
程

12
月
４
日
㈯　

常
盤
地
区
活
性
化

セ
ン
タ
ー

12
月
18
日
㈯　
飯
山
市
公
民
館

受
付
時
間  

午
前
10
時
～
午
後
４
時

お
問
い
合
わ
せ　
全
日
本
建
設
交

運
一
般
労
働
組
合
（
☎
０
２
６
３
㊱

「
労
災
職
業
病
無
料
健
康
相

談
会
」
の
ご
案
内

全
日
本
建
設
交
運
一
般
労
働
組
合

☎
０
２
６
３
㊱
７
８
２
６
（
携
帯
別
記
）

募
集
団
地
・
戸
数　

・福
寿
町
団
地  

１
戸（
高
齢
者
専
用
）

・
木
島
若
者
住
宅  

１
戸

募
集
受
付
期
間　

　
11
月
24
日
㈬
～
12
月
３
日
㈮

申
込
用
紙
配
付
・
受
付
場
所　

　
市
役
所
２
階　
い
い
や
ま
住
ん
で

み
ま
せ
ん
課　
住
宅
係

選
考
方
法　
申
込
件
数
が
募
集
戸

数
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

抽
選　
12
月
17
日
㈮ 

午
前
10
時
～

市
役
所
４
階　
第
１
委
員
会
室

お
問
い
合
わ
せ

　

申
込
方
法
、
入
居
資
格
等
、
詳

し
く
は
市
役
所
い
い
や
ま
住
ん
で
み

ま
せ
ん
課
ま
で
。

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

市
役
所
い
い
や
ま
住
ん
で
み
ま
せ
ん
課 

住
宅
係

☎
�
３
１
１
１　
内
線
２
５
２

　

労
働
保
険
（
労
災
保
険
と
雇
用

保
険
）
は
、
業
種
や
事
業
規
模
の
大

小
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
を
一
人

で
も
雇
用
す
る
場
合
は
、
必
ず
加
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
保
険
で
す
。

労
災
保
険　
労
働
者
が
業
務
上
や

通
勤
に
よ
り
負
傷
や
病
気
に
見
舞

わ
れ
た
り
、
ま
た
は
不
幸
に
も
死
亡

さ
れ
た
場
合
に
労
働
者
や
遺
族
の

た
め
に
必
要
な
給
付
を
行
い
ま
す
。

雇
用
保
険　

労
働
者
が
失
業
し
、

雇
用
の
継
続
が
困
難
と
な
る
場
合

に
、
生
活
や
雇
用
の
安
定
を
図
る
と

と
も
に
、
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め

必
要
な
給
付
等
を
行
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
い
ま
だ
に
未
加
入
事
業

所
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
基

一
人
で
も
雇
っ
た
ら
、

入
ろ
う
。
労
働
保
険

飯
山
公
共
職
業
安
定
所

☎
�
８
６
０
９

講
座
「
エ
ク
セ
ル
マ
ス
タ
ー
」

・
昼
間
コ
ー
ス 

午
後
１
時
～
４
時

・
夜
間
コ
ー
ス 

午
後
６
時
15
分
～
９
時

▽
内
容　
表
や
グ
ラ
フ
の
作
成
、
関

数
を
利
用
し
た
計
算
。
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
機
能
を
利
用
し
、
並
べ
替
え
、
抽

出
な
ど
を
学
び
ま
す
。
受
講
期
間

中
に
２
級
・
３
級
レ
ベ
ル
の
合
格
を

目
指
し
ま
す
。

▽
受
講
期
間　
11
月
29
日
㈪
～

平
成
23
年
２
月
４
日
㈮
（
30
回
）

▽
定
員　
12
名

▽
受
講
料
（
教
材
費
含
む
）

６
万
２
０
０
０
円

※
分
割
払
い
可
能
で
す
。

講
座
「
年
賀
状
作
成
」

▽
時
間  

午
前
９
時
～
12
時

▽
内
容  

ワ
ー
ド
を
使
用
し
て
年
賀

状
を
作
成
し
ま
す
。

▽
受
講
期
間　
11
月
29
日
㈪
～

12
月
２
日
㈭
（
４
回
）

▽
定
員　
12
名

▽
受
講
料
（
教
材
費
含
む
）

９
０
０
０
円

お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

詳
し
く
は
、
飯
岳
高
等
職
業
訓

練
校
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。
定
員

に
な
り
次
第
締
め
切
り
と
な
り
ま

す
。 パ

ソ
コ
ン
講
座
受
講
生
募
集

飯
岳
高
等
職
業
訓
練
校

☎
�
５
３
０
１

　
長
野
県
行
政
書
士
会
で
は
、
次
の

と
お
り
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
な
お
、
同
時
に
電
話
に
よ
る
相

談
も
受
け
付
け
ま
す
。

相
談
内
容　
相
続
手
続
や
遺
言
の

手
続
、
各
種
契
約
書
や
権
利
義
務

関
係
等
の
手
続
、
成
年
後
見
等
日

常
生
活
に
お
け
る
諸
手
続

期
日  

11
月
25
日
㈭
、12
月
14
日
㈫
、

平
成
23
年
１
月
19
日
㈬
、
２
月
22

日
㈫
、
３
月
23
日
㈬

時
間  

午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時

場
所　

長
野
県
行
政
書
士
会
館
（
長
野
市
）

☎
０
２
６
ー
２
２
４
ー
１
３
０
０

電
話
相
談　
時
間
内
同
時
受
付

長
野
県
行
政
書
士
会
の

無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内

長
野
県
行
政
書
士
会

☎
０
２
６
ー
２
２
４
ー
１
３
０
０

相
談
員　
北
信
労
政
事
務
所
特
別

労
働
相
談
員  

産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

申
し
込
み　
相
談
日
の
１
週
間
前

ま
で
に
北
信
労
政
事
務
所
へ
電
話
等

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
各
回

先
着
３
名
ま
で
）

７
８
２
６
ま
た
は
携
帯
０
９
０
ー

６
９
３
１
ー
５
４
３
０
）
堀
江
ま
で
。

概
要　
将
来
、
陸
上
自
衛
隊
の
ハ

イ
テ
ク
装
備
の
整
備
・
運
用
す
る
専

門
技
術
者
お
よ
び
国
際
社
会
に
お
い

て
も
自
信
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
自

衛
官
と
な
る
方
を
育
成
す
る
中
学

校
卒
業
者
等
を
対
象
に
採
用
す
る

制
度
で
す
。

資
格  

15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

募
集
種
目　
高
等
工
科
学
校
生
徒

受
付
期
間　
11
月
１
日
㈪
～

平
成
23
年
１
月
７
日
㈮

１
次
試
験  

平
成
23
年
１
月
22
日
㈯

そ
の
他　
相
談
は
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
自
衛
隊
長

野
地
域
事
務
所
ま
で
。

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

生
徒
採
用
試
験
の
ご
案
内

自
衛
隊
長
野
地
域
事
務
所

☎
０
２
６
ー
２
３
５
ー
６
０
２
６

　

長
野
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全

て
の
労
働
者
と
、
労
働
者
を
一
人
で

も
使
用
し
て
い
る
全
て
の
使
用
者
に

適
用
さ
れ
る
「
長
野
県
最
低
賃
金
」

が
平
成
22
年
10
月
29
日
か
ら
時
間

額
６
９
３
円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
機
会
に
、
賃
金
の
確
認
を
お

願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ　
詳
し
く
は
、
長
野

労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
（
☎

０
２
６―

２
２
３―

０
５
５
５
）
ま

た
は
中
野
労
働
基
準
監
督
署
ま
で

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

長
野
県
内
の
最
低
賃
金
の

お
知
ら
せ

中
野
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
２
６
９
㉒
２
１
０
５
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